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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の一部を

改正する要綱 

 

 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱（平成１７年大口町

告示第１２３号）の一部を次のように改正する。 

 様式第６中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の要

綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定め

る刑に刑法等一部改正法第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４

５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下

「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法

第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下こ

の項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」とい

う。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及

び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とす

る。 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の要綱

の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、

無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられ

た者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期
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を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

５ この要綱の施行の際現に改正前の社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

に係る実施要綱の規定により作成された諸様式は、所要の修正を加え、当分の間、

使用することができる。 

 



 様式第６ （ 第９ 条関係）  

（ 新）  

 

 

            （ 表面）                                       （ 裏面）  
  

 

 

 

    交付年月日         年     月     日 

 

  確認番号 
 

 受 

 

給 

 者 

 住 所 

 

ﾌﾘｶﾞ ﾅ  

  
  
氏 名 

 生 年 月 日              年  月  日 性別 男・ 女 

 介護保険被保険者番号  

 適用年月日       年     月     日から  

有 効 期 限            年    月   日ま で 

減 額 割 合 

 

 発行機関名 

及 び 印      

 

 

   ○ 証の大き さ  

       縦 １ ２ ８ ミ リ  

       横  ９ １ ミ リ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 

（ 社会福祉法人等によ る 利用者負担の軽減制度）  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

注 

意 

事 

項 

一 

次
の
介
護
サ
勖
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
劣
必
ず
事
前
に
劣
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
示
し 

て
く
だ
さ
い
劤 

二 

対
象
と
な
る
サ
勖
ビ
ス
は
劣
訪
問
介
護
劣
通
所
介
護
劣
短
期
入
所
生
活
介
護
劣
定
期
巡
回

・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
劣
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
劣
地
域
密
着
型
通
所
介
護
劣
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
劣
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
劣
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
劣
複
合
型
サ
勖
ビ
ス
劣
介
護
福
祉
施
設
サ
勖
ビ
ス
劣
介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護
劣
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
劣
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
劣
第
１
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
协
自
己
負
担
割
合
が

保
険
給
付
と
同
様
の
も
の
に
限
る
劤
卐
及
び
第
１
号
通
所
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
通
所
介
護

に
相
当
す
る
事
業
协
自
己
負
担
割
合
が
保
険
給
付
と
同
様
の
も
の
に
限
る
劤
卐
で
す
劤 

三 

こ
の
確
認
証
は
劣
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
軽
減
を
行
う
こ
と
を
申
し
出
た
事
業
者
に
の
み 

有
効
で
す
劤 

四 
前
記
の
サ
勖
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
劣
表
面
に
記
載
し
た
費
用
の
本
人
負
担
分
协
日
常
生
活

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
劣
食
費
劣
居
住
費
协
滞
在
費
卐
及
び
宿
泊
費
に
限
る
劤
卐
が
劣

記
載
の
減
額
割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
劤 

五 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
勂
た
と
き
劣
減
額
措
置
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
勂
た
と
き
又

は
軽
減
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
勂
た
と
き
は
劣
遅
滞
な
く
劣
こ
の
証
を
大
口
町
に
返
し
て

く
だ
さ
い
劤
ま
た
劣
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
劣
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
劤 

六 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
勂
た
と
き
は
劣
十
四
日
以
内
に
劣
こ
の
証
を
添
え 

て
劣
大
口
町
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
劤 

七 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
劣
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を
受
け
ま 

す
劤 

 



 様式第６ （ 第９ 条関係）  

 

（ 旧）  

 

            （ 表面）                                       （ 裏面）  
  

 

 

 

    交付年月日         年     月     日 

 

  確認番号 
 

 受 

 

給 

 者 

 住 所 

 

ﾌﾘｶﾞ ﾅ  

  
  
氏 名 

 生 年 月 日              年  月  日 性別 男・ 女 

 介護保険被保険者番号  

 適用年月日       年     月     日から  

有 効 期 限            年    月   日ま で 

減 額 割 合 

 

 発行機関名 

及 び 印      

 

 

   ○ 証の大き さ  

       縦 １ ２ ８ ミ リ  

       横  ９ １ ミ リ  

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 

（ 社会福祉法人等によ る 利用者負担の軽減制度）  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

注 

意 

事 

項 

一 

次
の
介
護
サ
勖
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
劣
必
ず
事
前
に
劣
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
示
し 

て
く
だ
さ
い
劤 

二 

対
象
と
な
る
サ
勖
ビ
ス
は
劣
訪
問
介
護
劣
通
所
介
護
劣
短
期
入
所
生
活
介
護
劣
定
期
巡
回

・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
劣
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
劣
地
域
密
着
型
通
所
介
護
劣
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
劣
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
劣
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
劣
複
合
型
サ
勖
ビ
ス
劣
介
護
福
祉
施
設
サ
勖
ビ
ス
劣
介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護
劣
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
劣
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
劣
第
１
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
协
自
己
負
担
割
合
が

保
険
給
付
と
同
様
の
も
の
に
限
る
劤
卐
及
び
第
１
号
通
所
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
通
所
介
護

に
相
当
す
る
事
業
协
自
己
負
担
割
合
が
保
険
給
付
と
同
様
の
も
の
に
限
る
劤
卐
で
す
劤 

三 

こ
の
確
認
証
は
劣
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
軽
減
を
行
う
こ
と
を
申
し
出
た
事
業
者
に
の
み 

有
効
で
す
劤 

四 
前
記
の
サ
勖
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
劣
表
面
に
記
載
し
た
費
用
の
本
人
負
担
分
协
日
常
生
活

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
劣
食
費
劣
居
住
費
协
滞
在
費
卐
及
び
宿
泊
費
に
限
る
劤
卐
が
劣

記
載
の
減
額
割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
劤 

五 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
勂
た
と
き
劣
減
額
措
置
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
勂
た
と
き
又

は
軽
減
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
勂
た
と
き
は
劣
遅
滞
な
く
劣
こ
の
証
を
大
口
町
に
返
し
て

く
だ
さ
い
劤
ま
た
劣
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
劣
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
劤 

六 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
勂
た
と
き
は
劣
十
四
日
以
内
に
劣
こ
の
証
を
添
え 

て
劣
大
口
町
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
劤 

七 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
劣
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま 

す
劤 

 


